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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリフォームからプラスチック容器へのブロー成形とこの容器への充填を同時に行うた
めの装置（１０）であって、
　前記プリフォームの口部へのアクセスを残すように前記プリフォームを収容するための
金型（１４）と、
　前記金型内で前記プリフォームを延伸させるための延伸手段（４２）と、
　前記金型内で前記プリフォームの拡張を引き起こすように前記口部を通じて液体を注入
し、それにより、注出口（２２）を備えるブロー成形型充填済容器（１２）を得るための
注入ヘッド（１６）と
　を備える装置において、
　前記ブロー成形型充填済容器の前記注出口にキャップ（４０）を固定するための閉栓ヘ
ッド（１８）を更に備え、前記閉栓ヘッドが、前記注入ヘッド（１６）と前記金型（１４
）との間に恒久的に配置され、
　前記閉栓ヘッドが、位置合わせ軸線（Ａ）周りに中心付けられる横断穴（２０）を有し
、前記位置合わせ軸線に沿って前記注入ヘッドおよび前記金型が位置合わせされ、前記横
断穴が、前記注入ヘッドから前記容器の前記注出口内への液体の注入を可能にすることを
特徴とする装置（１０）。
【請求項２】
　前記閉栓ヘッド（１８）が、前記容器の前記注出口に固定されるべきキャップ（４０）
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を受けるための受け入れ手段（２０）と、前記キャップを前記受け入れ手段内に保持する
ための保持手段とを有し、
　前記受け入れ手段が前記横断穴（２０）を備え、
　前記保持手段が前記横断穴の周囲に配置される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記閉栓ヘッド（１８）が、前記容器の前記注出口に固定されるべきキャップ（４０）
を受けるための受け入れ手段（２０）と、前記キャップを前記受け入れ手段内に保持する
ための保持手段とを有し、
　前記注入ヘッド（１６）および前記閉栓ヘッド（１８）が、前記閉栓ヘッドを前記金型
（１４）へ移動させるため、または、前記閉栓ヘッドを前記金型から離間させるために、
一緒に並進動作で移動でき、
　前記閉栓ヘッドが前記金型から離間された後に、前記ブロー成形型充填済容器（１２）
の前記注出口（２２）に固定されるべきキャップ（４０）を前記閉栓ヘッドと前記金型と
の間に移動させるための移動手段（３８）と、
　前記キャップを前記閉栓ヘッドの前記受け入れ手段内に位置決めするための位置決め手
段と
　を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記閉栓ヘッド（１８）が前記注入ヘッド（１６）に装着される、請求項１ないし３の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記閉栓ヘッドが前記注入ヘッドに対して回転可能に装着される、請求項４に記載の装
置。
【請求項６】
　前記注入ヘッドおよび前記金型の前記位置合わせ軸線と一致する回転軸線の周りで前記
閉栓ヘッドを回転駆動させるための駆動手段（２４）を備える、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記駆動手段（２４）が前記回転軸線に対して横方向にオフセットされる、請求項６に
記載の装置。
【請求項８】
　前記駆動手段が前記閉栓ヘッドの外周（２８）に連結される、請求項６または７に記載
の装置。
【請求項９】
　前記ブロー成形型充填済容器（１２）が前記金型内に保持されている間に前記駆動手段
が作動される、請求項６～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記駆動手段がブラシレスモータ（２４）を備える、請求項６～９のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項１１】
　前記延伸手段が延伸ロッド（４２）を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記閉栓ヘッド（１８）が、前記容器の前記注出口に固定されるべきキャップ（４０）
を受けるための受け入れ手段（２０）と、前記キャップを前記受け入れ手段内に保持する
ための保持手段とを有し、
　前記受け入れ手段が前記横断穴（２０）を備え、
　内部にキャップ（４８）が詰まる場合がある前記受け入れ手段へ向けて前記延伸ロッド
を下方へ移動させるための作動手段を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記注入ヘッド（１６）が並進動作で移動できる、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
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　前記注入ヘッド（１６）および前記閉栓ヘッド（１８）が、前記閉栓ヘッドを前記金型
（１４）へ移動させるため、または、前記閉栓ヘッドを前記金型から離間させるために、
一緒に並進動作で移動できる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記並進動作が、前記金型の上方で行われる垂直動作である、請求項１３または１４に
記載の装置。
【請求項１６】
　前記注入ヘッド（１６）および前記閉栓ヘッド（１８）が、前記閉栓ヘッドを前記金型
（１４）へ移動させるため、または、前記閉栓ヘッドを前記金型から離間させるために、
一緒に並進動作で移動でき、
　前記閉栓ヘッドが前記金型から離間された後に、前記ブロー成形型充填済容器（１２）
の前記注出口（２２）に固定されるべきキャップ（４０）を前記閉栓ヘッドと前記金型と
の間に移動させるための移動手段（３８）と、
　前記キャップを前記閉栓ヘッドの前記受け入れ手段内に位置決めするための位置決め手
段と
　を備える、請求項２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリフォームからプラスチック容器をブロー成形してこの容器に充填するた
めの装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウォーターボトルなどのプラスチック容器は、ブロー成形または延伸ブロー成形を含む
様々な方法にしたがって製造されて充填される。
【０００３】
　これらの既知の方法のうちの１つによれば、プラスチックプリフォームが最初に射出成
形プロセスによって製造され、その後、プラスチックプリフォームが金型内に配置される
前に加熱される。
　プリフォームは、通常、その下端部が閉じられかつその反対側の端部が開放されている
円筒状のチューブの形状を成す。
　プリフォームが金型内に配置されると、プリフォームの開放端部のみが金型の上方から
見える。
【０００４】
　この方法は、プリフォームの閉じられた下端部と当接するようにプリフォームの開放端
部内へ下向きに嵌められる延伸ロッドを使用する。更に、延伸ロッドは、閉じられた端部
に押し付けられるように作動され、それにより、プリフォームが延伸される。
　延伸段階が開始された後、液体がプリフォームの開放端部を通じてプリフォーム内へ注
入される。この液体注入は、金型の内壁と接触するまでプリフォームの拡張を引き起こし
、それにより、ボトルの最終形状が得られる。
【０００５】
　このようにして金型内で製造されて充填されたボトルは、その後、キャップを用いてシ
ールされなければならない。
　この観点で、金型が開放されるとともに、液体が充填されたボトルが、閉栓ヘッドを備
えるステーションへ移動される。
　キャップが閉栓ヘッド内に配置され、また、ボトルのねじ付き首部の周りで閉栓ヘッド
が回転されて、キャップが首部の周囲に螺合される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　この方法は満足できることが分かっているが、それにもかかわらず、ブロー成形、充填
、および、閉栓プロセスを更に容易にする必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この観点で、本発明は、請求項１に規定される装置を提供する。
　本発明に係る装置において、閉栓ヘッドは、（延伸工程および拡張工程による）容器の
ブロー成形中および充填中に、注入ヘッドと金型との間に配置される。したがって、容器
がブロー成形されて充填された時点で、注入ヘッドを上昇させて、注入ヘッドと依然とし
て容器を収容する金型との間に閉栓ヘッドを移動させる必要がない。これは、閉栓ヘッド
が既に適切な位置に配置されているからである。
　また、充填されて開放された容器を閉栓ヘッドが設けられる離れたステーションへ移動
させる必要もなく、それにより、移動されているときの液体の飛散が回避されあるいは少
なくとも低減される。
　したがって、ブロー成形、充填、および、閉栓プロセスが従来技術の場合よりも簡略化
されて高速化される。
【０００８】
　１つの特徴によれば、閉栓ヘッドが、位置合わせ軸線周りに中心付けられる横断穴を有
し、この位置合わせ軸線に沿って注入ヘッドおよび金型が位置合わせされ、横断穴は、注
入ヘッドから容器の注出口内への液体の注入を可能にする。
　したがって、閉栓ヘッドの横断穴は、注入ヘッドと金型との間に配置され、特に、液体
が出る注入ヘッドの出口と容器の注出口との両方に対向している。
　なお、位置合わせ軸線は、容器の注出口の中央も通り過ぎる。
【０００９】
　１つの特徴によれば、閉栓ヘッドが注入ヘッドに装着される。
　これは、注入ヘッドと金型との間での閉栓ヘッドの簡単な配置を与える。
　特に、閉栓ヘッドは注入ヘッドの下側に装着される。
【００１０】
　より特有の特徴によれば、閉栓ヘッドが注入ヘッドに対して回転可能に装着される。
　この装着は、キャップが注出口の首部の周囲に螺合されるその後のステップにとって特
に都合が良い。
　しかしながら、回転式の閉栓ヘッドを必要としない他の種類の閉栓工程が想起されても
よい。
　したがって、螺合閉栓、押圧閉栓、シール閉栓（アルミニウム箔を伴う）、および、超
音波シール閉栓などの他の閉栓技術が想起されてもよい。
【００１１】
　別の想定し得る特徴によれば、装置は、注入ヘッドおよび金型の位置合わせ軸線と一致
する回転軸線の周りで閉栓ヘッドを回転駆動させるための駆動手段を備える。
　したがって、装置は、容器の注出口にキャップを固定する目的で閉栓ヘッドを回転駆動
させるための適切な手段を備える。
　そのような駆動手段を装置に恒久的に組み込むことができ、それにより、該駆動手段を
必要時に閉栓ヘッドに近づける必要がなくなる。
【００１２】
　特に、駆動手段が回転軸線に対して横方向にオフセットされてもよい。
　この配置は、駆動手段を装置内に恒久的な態様で受け入れることができるようにし（駆
動手段は、注入ヘッドの長手方向移動を妨げない位置に配置される）、一方、閉栓ヘッド
は注入ヘッドと金型との間に恒久的に配設される。
　したがって、横方向にオフセットされた駆動手段は、容器がブロー成形されて充填され
た後に閉栓ヘッドおよび駆動手段の位置を変えることなく、閉栓目的で閉栓ヘッドの回転
駆動を可能にする。
【００１３】
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　１つの想定し得る特徴によれば、駆動手段が、例えば噛み合い係合によって閉栓ヘッド
の外周に連結される。
【００１４】
　別の想定し得る特徴によれば、容器が金型内の所定位置に保持されている間に駆動手段
が作動される。
　この特徴は、ブロー成形されて充填された容器を収容する金型が、ブロー成形・充填プ
ロセス中に占められる位置と同じ位置にとどまって依然として容器を所定位置に保持する
という点において有効である。
　したがって、容器内の液体の飛散が回避される。
【００１５】
　別の想定し得る特徴によれば、駆動手段がブラシレスモータを備える。
　これらの種類の駆動手段は、注出口のねじ付き首部の周囲にキャップを螺合する工程中
に捩じ込みトルクの正確な制御を可能にする。
　あるいは、他の種類のモータが磁気結合と共に想起されてもよい。
　なお、閉栓工程中に容器を所定位置に保持する金型は、回転防止手段として使用される
。
【００１６】
　別の想定し得る特徴によれば、閉栓ヘッドは、容器の注出口に固定されるべきキャップ
を受けるための受け入れ手段と、キャップを受け入れ手段内に保持するための保持手段と
を有する。
【００１７】
　別の想定し得る特徴によれば、受け入れ手段が横断穴を備える。
　したがって、キャップは、横断穴内に受けられるとともに、横断穴の内寸法とキャップ
の外寸法との適切な寸法付けによって横断穴内に強固に嵌め付けられてもよい。
【００１８】
　想定し得る特徴によれば、保持手段が横断穴の周囲に配置される。
　そのような保持手段は、例えば、横断穴の内壁および／または横断穴内に設けられる弾
性手段であってもよい。
【００１９】
　別の想定し得る特徴によれば、延伸手段が延伸ロッドを備える。
　従来の態様において、そのような延伸手段は、金型内でプリフォームを延伸させるため
の延伸段階中に使用される。
　別の想定し得る特徴によれば、装置は、内部にキャップが詰まる場合がある受け入れ手
段へ向けて延伸ロッドを下方へ移動させるための作動手段を備える。
　延伸ロッドは２つの目的を有する。これは、延伸ロッドが、ブロー成形・充填プロセス
中の金型内でのプリフォームの延伸と、閉栓ヘッドの受け入れ手段内に詰まったキャップ
の解放との両方に関与するからである。
【００２０】
　他の想定し得る特徴によれば、注入ヘッドが並進動作で移動できる。この動作は、注入
ヘッドおよび金型の長手方向位置合わせ軸線に沿って行われる。
【００２１】
　別の想定し得る特徴によれば、注入ヘッドおよび閉栓ヘッドは、閉栓ヘッドを金型へ移
動させるため、または、閉栓ヘッドを金型から離間させるために、一緒に並進動作で移動
できる。
　そのような並進動作は、容器の注出口の周囲で閉栓ヘッドが金型と接触できるようにす
る。例えば、これは、ブロー成形・充填プロセス中に生じ得る。そのような動作は、例え
ばキャップが閉栓ヘッドへ供給されなければならないときに、閉栓ヘッドが金型から離間
できるようにする。
【００２２】
　別の想定し得る特徴によれば、装置は、
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　閉栓ヘッドが金型から離間された後に、ブロー成形型充填済容器の注出口に固定される
べきキャップを閉栓ヘッドと金型との間に移動させるための移動手段と、
　キャップを閉栓ヘッドの受け入れ手段内に位置決めするための位置決め手段と
　を備える。
　したがって、閉栓ヘッドが金型から離間されたときに、閉栓ヘッドと金型から突出する
容器の注出口との間に適切な空間が残される。この空間は、その内部に移動可能な移動手
段および位置決め手段を配設するために使用される。
【００２３】
　ここで、添付図面を参照して、本発明の実施形態を単なる一例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明に係る装置のその主要な構成要素を伴う概略的な全体図である。
【図２】図２は、キャップを移動させて閉栓ヘッド上に位置決めするための手段を有する
、図１の装置の概略的な部分図である。
【図３Ａ】図３Ａは、キャップを移動させて閉栓ヘッド上に位置決めするとともにキャッ
プを容器の注出口に固定するための一工程を示す一連の概略図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、キャップを移動させて閉栓ヘッド上に位置決めするとともにキャッ
プを容器の注出口に固定するための別の工程を示す一連の概略図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、キャップを移動させて閉栓ヘッド上に位置決めするとともにキャッ
プを容器の注出口に固定するためのさらに別の工程を示す一連の概略図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、キャップを移動させて閉栓ヘッド上に位置決めするとともにキャッ
プを容器の注出口に固定するためのさらに別の工程を示す一連の概略図である。
【図４Ａ】図４Ａは、閉栓ヘッドの内側に引っ掛かったキャップを離脱させるための延伸
ロッドの使用を示す２つの連続する図のうちの一方の図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、閉栓ヘッドの内側に引っ掛かったキャップを離脱させるための延伸
ロッドの使用を示す２つの連続する図のうちのもう一方の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１は、プリフォームからプラスチック容器へのブロー成形とこの容器への充填を同時
に行うための装置１０の主要な構成要素の概略的な部分図を示す。
【００２６】
　図１に表わされるように、容器は、液体が充填されたボトル１２である。
　装置１０は、図１の位置でボトル１２を収容する金型１４を備える。
　また、装置１０は注入ヘッド１６を備え、この注入ヘッド１６を通じて液体がボトルの
成形中にボトル内へ注入されている。
　装置１０は延伸手段も備え、この延伸手段は、ここでは図４Ａおよび図４Ｂに表わされ
る延伸ロッドを備えており、以下で説明される。
【００２７】
　装置１０は、注入ヘッド１６に対して回転可能に装着される閉栓ヘッド１８を更に備え
る。
　点線で表わされるように、閉栓ヘッド１８は、長手方向軸線Ａ周りに中心付けられる横
断穴２０を有する。
　軸線Ａは位置合わせ軸線であり、この位置合わせ軸線に沿って注入ヘッド１６および金
型１４が図１の製造形態で位置合わせされる。
　横断穴２０は、互いに反対の２つのサイド２０ａ，２０ｂを有する。サイド２０ａは注
入ヘッド１６と対向し、一方、反対側のサイド２０ｂは、金型１４、特に容器１２の注出
口２２と対向する。
　図面に表わされていないが、注入ヘッド１６は出口を有し、閉栓ヘッド１８が金型１４
に当接して横断穴２０が注出口２２を取り囲むと、液体が出口を通じて流れ、横断穴２０
および注出口２２に入る。
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　この位置は、図面に示されておらず、容器がブロー成形されると同時に充填される位置
を表わす。
【００２８】
　また、装置１０は、長手方向の位置合わせ軸線Ａと一致する回転軸線を中心に閉栓ヘッ
ド１８を回転駆動させるための駆動手段２４を備える。
　図１に表わされるように、駆動手段２４は、軸線Ａに対して横方向にオフセットされ、
閉栓ヘッド１８の外周に連結される。
　特に、駆動手段は、閉栓ヘッド１８の外周に設けられたギア２８と協働するギア２６を
備える。
　これらのギアは、噛み合い係合状態にあってもよく、例えば歯付きギアであってもよい
。
　ギア２６は、例えば、モータ２４の出力シャフト３０に装着される。
　モータ２４は、例えばブラシレスモータである。
　このモータは、後述する捩じ込みプロセス中に閉栓ヘッド１８、したがってキャップに
伝えられる力の正確な制御を可能にする。
【００２９】
　図１は、例えば出願人の欧州特許出願第１ ５２９ ６２０号明細書に記載されるような
従来のプロセスによってブロー成形されると同時に液体が充填された後の製造された容器
１２を示す。
　つまり、容器１２は、プラスチックプリフォームから形成されている。
　この既知のプロセスによれば、プラスチックプリフォームは、最初に成形プロセスによ
って製造された後、プリフォームの口部へのアクセスを残すように金型１４内に位置決め
される前に加熱される。
　したがって、プリフォームの口部は、プリフォームの残りの部分を収容する金型の上部
から突出する。
　金型１４は、製造プロセスに応じて２つ以上の部分に分割されてもよい。
　プリフォームは、通常、その下端部が閉じられかつその反対側の端部が開放されている
円筒状のチューブの形状を成す。
　プリフォームが金型内に配置されると、プリフォームのその突出された口部を伴う開放
端部のみが金型の上方から見える。
　開放端部はプロセス中に成形され、それにより、注出口２２がもたらされる。
【００３０】
　ブロー成形・充填プロセスでは、プリフォームの閉じられた下端部と接触するようにプ
リフォームの開放端部内へ下向きに嵌められる延伸ロッド（図４Ａおよび図４Ｂに表わさ
れる）が使用される。
　その後、延伸ロッドは、閉じられた端部を下方へ押圧し、それに応じてプリフォームを
制御された態様で延伸させるべく更に作動される。
　延伸段階が開始された後、注入ヘッド１６を通じて供給される液体は、延伸ロッドが依
然として作動されている間に、延伸ロッドの周囲でプリフォームの開放端部を通じてプリ
フォーム内へ注入される。
　この液体注入は、延伸ロッドの動きと相俟って、金型の内壁と接触するまでプリフォー
ムの拡張を引き起こす。
　したがって、容器１２の最終形状が得られる。
【００３１】
　前述したプロセスにしたがって容器がブロー成形されて充填されると、キャップが容器
の注出口２２に固定されなければならない。
　この観点で、軸線Ａに沿って並進動作で一緒に移動できる注入ヘッド１６および閉栓ヘ
ッド１８は、閉栓ヘッド１８と注出口２２との間に十分な自由空間を残すように軸線Ａに
沿って上昇させられる。
　注入ヘッド１６と閉栓ヘッド１８との間の接続は、ニードルベアリングを備える回転可



(8) JP 6130833 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

能な接続であることに留意すべきである。
　そのような回転可能な接続は当業者に知られている。
　なお、注出口２２は、雄ねじ３４を伴う首部３２と、首部の基部に設けられるフランジ
３６とを有する。フランジ３６は、金型１４の上部に設けられる凹部内に位置決めされる
。
【００３２】
　図２は、金型１４内に保持される容器１２と、金型１４および首部３２から離れた閉栓
ヘッド１８とを表わす概略的な簡略図である。
【００３３】
　装置１０は、キャップ４０を注出口２２に固定されるように移動させるための移動手段
３８を備える。移動手段３８は、休止位置（図示せず）から、閉栓ヘッド１８と注出口２
２との間に位置付けられる作用位置へ移動されている。
　移動手段３８はキャップ配送プレートの形状を成してもよく、このプレートの上面には
、例えば、キャップ４０をプレート上の所定位置に位置決めして保持するために僅かな凹
部が設けられる。
　このプレートは、その外周に幾つかのキャップを備える回転プレートであってもよく、
または、一端に１つのキャップのみを支持して軸線Ａに対して垂直な軸線に沿って延ばさ
れる長尺プレートであってもよい。
【００３４】
　図３Ａ～図３Ｄは、容器の閉栓プロセスを示す一連の図を例示する。
【００３５】
　図３Ａは図２と同一であり、この場合、キャップ４０は、閉栓ヘッド１８と首部３２と
の間に移動させられて、横断穴２０の下側に横断穴のサイド２０ｂと対向して配置されて
いる。注入ヘッド１６および取り付けられた閉栓ヘッド１８は、移動手段３８およびキャ
ップ４０へ向けて下降するように作動される。
【００３６】
　図３Ｂに表わされるように、閉栓ヘッド１８が首部３２へ向けて下方へ移動され、閉栓
ヘッド１８が下方へ作動されるにつれてキャップ４０が横断穴２０内に強制的に嵌められ
る。
　横断穴２０の内側寸法（内径）およびキャップ４０の外側寸法（外径）は、キャップ４
０を横断穴２０内に圧入できかつ図３Ｃに表わされるようにキャップが所定位置にとどま
ることができるように調整される。
　なお、キャップ４０は穴２０内に部分的に嵌められる。
【００３７】
　キャップ４０は、摩擦力によって閉栓ヘッドの受け入れ手段内（横断穴２０の内側全体
）に所定位置で保持される。キャップ４０は、受け入れ手段内に強固に嵌め込んで取り付
けられる。
　横断穴２０内へのキャップ４０の導入度合は、キャップおよび穴のそれぞれの寸法によ
って決まる。それぞれの寸法が互いに一致すればするほど、キャップ４０は横断穴２０内
へあまり導入されない。
【００３８】
　本実施形態において、キャップ４０は、注入ヘッドおよび閉栓ヘッドの並進動作のみに
よって閉栓ヘッド１８の受け入れ手段内に位置決めされる。
　これは、他のデバイスを何ら必要としない、キャップを閉栓ヘッド内の所定位置に配置
するための非常に都合の良い手段である。また、移動手段３８は、それらが垂直軸線Ａに
沿って移動可能である必要がないため、簡略化されてもよい。
【００３９】
　しかしながら、閉栓ヘッド１８の受け入れ手段内にキャップを位置決めするための他の
位置決め手段が想起されてもよい。
　キャップ４０を閉栓ヘッド１８と容器の注出口との間に移動させるための他の移動手段
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が代わりに想起されてもよい。
【００４０】
　図３Ｃに戻ると、キャップ４０が横断穴２０内に適切に位置決めされた時点で、矢印に
より示されるように移動手段３８が引込められる。
　次に、キャップ４０を備える閉栓ヘッド１８が、それに応じて作動される注入ヘッド１
６により、軸線Ａに沿って下方へ並進駆動され、首部３２の周囲にキャップ４０が配置さ
れる。
【００４１】
　図３Ｄに表わされるように、既に前述したごとく閉栓ヘッド１８を回転駆動させるため
に駆動手段２４が駆動される。
　したがって、閉栓ヘッドが軸線Ａ周りで回転駆動される。閉栓ヘッド１８のこの回転動
作により、キャップ４０が首部３２の周囲で回転駆動され、それにより、容器の首部の周
囲にキャップ４０が強固に螺合される。
【００４２】
　容器１２を閉栓するための他の閉栓技術が代わりに想起されてもよい。例えば、押圧キ
ャップタイプまたは超音波シール技術が使用されてもよい。超音波シールの場合には、オ
ーバーモールド技術を使用して首部とキャップとが一緒に形成されてもよい。
【００４３】
　言うまでもなく、以上説明してきた装置は、特に簡単な構成を成すとともに、僅かな簡
単な動作（並進および回転）のみにしたがって移動できる可動部分または可動構成要素を
有する。
　また、閉栓ヘッドは、ブロー成形、充填、および、閉栓プロセス中に、長手方向軸線Ａ
（例えば、垂直軸線）に沿って並進動作で駆動され、あるいは、閉栓プロセスの最後のス
テップ中に回転駆動される（図３Ｄ）。
【００４４】
　図４Ａおよび図４Ｂは、注入ヘッド１６および閉栓ヘッド１８のみを表わす。金型１４
および閉塞容器１２は、依然として閉栓ヘッドの下側に配置されているが、明確化のため
に示されていない。
【００４５】
　図４Ａに表わされるように、装置１０は、注入ヘッド１６内で摺動接続状態にある延伸
ロッド４２を備える。
　延伸ロッド４２は、該延伸ロッドを長手方向軸線Ａに沿って上下に移動させる図示しな
い従来の作動手段によって作動される。
【００４６】
　注入ヘッド１６は、延伸ロッド４２と、明確化のために図示されていない注入ノズルと
を内部に受け入れる略円筒形状の内側ハウジング４４を備える。
　注入ノズルは、容器内への流体の注入がもはや必要でなくなったときに流体密のシール
を達成するために内側ハウジング４４の円錐台の内面４６に当接している。
　この注入ノズルは、前述した閉栓プロセス中に、この当接位置にとどまる。
　注入ノズルは、延伸ロッド４２を内部に受けるべく、その中央部が穿孔されている。
【００４７】
　図４Ａでは、キャップ４８が受け入手段（閉栓ヘッド１８の横断穴２０）内に保持され
る。
　しかしながら、キャップ４８は、閉栓ヘッド１８内に不正確に配置されている。
　例えば、キャップ４８は、キャップを詰まらせる非常に大きな距離にわたって横断穴２
０内に導入されてしまっている。
　あるいは、キャップが傾斜した態様で穴２０内に導入され、それにより、穴内でキャッ
プが詰まってしまう場合がある。
【００４８】
　この詰まり状況は、キャップを閉栓ヘッド内に位置決めするとき（図３Ｂ）、または、
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キャップを容器の注出口に固定するとき（図３Ｄ）、例えばキャップを螺合させて閉栓ヘ
ッドを図３Ｄの位置から離れるように移動させようとした後に検出されてもよい。
【００４９】
　この状況は、延伸ロッド４２を使用して図４Ａおよび図４Ｂに示されるように対処され
る。
　図４Ｂに表わされるように、キャップ４８の詰まりが検出されると、延伸ロッド４２は
、注入ヘッド１８へ向けて、特に受け入れ手段２０へ向けて下方へ移動させられる。
　その後、延伸ロッド４２は、キャップ４８に対して垂直力を及ぼし、図４Ｂに示される
ようにキャップを受け入れ手段２０から下方へ押し出し、それにより、受け入れ手段を開
放して、詰まったキャップを除去する。

【図１】 【図２】
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